
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め

る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
老
人
憩
い
の
家
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
社
会
体
育
館
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
　
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
中
高
年
齢
労
働
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
自
転
車
駐
車
場
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
市
民
体
育
館
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ

と
に
つ
い
て
　
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
武
道
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

以
上
十
三
件
の
条
例
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定

管
理
者
制
度
に
係
る
規
定
の
整
備
等

を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
各
施
設
の

管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
指
定
管

理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及
び
業
務

平
成
十
七
年
川
越
市
議
会
第
三
回
定
例
会
は
、
六
月
二
日
開
会
さ
れ
、
会
期
は
二
十
二
日
間
で
、
継
続
審
査
案
件
を
含
め
五
十
三
件
の
案
件
を
審
議
し
た
ほ
か
、

正
副
議
長
の
辞
職
の
許
可
及
び
選
挙
を
行
い
、
六
月
二
十
三
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。指

定
管
理
者
制
度
と
は

（
用
語
解
説
）

指
定
管
理
者
制
度
と
は
、
地
方
公

共
団
体
が
、
公
の
施
設
を
設
置
し
た

目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
人

そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
地
方
公
共

団
体
が
指
定
す
る
も
の
に
、
そ
の
施

設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
文
化
施
設
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ

と
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て┃

原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設

置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

発行　川越市議会　　編集　川越市議会事務局　電話　049－224－8811（内線3621・3622）

かわごえ

条
　
例

指定管理者制度

導入に伴う該当施設の

条例を改正

平成17年

6 月
定例会から

川
越
市
文
化
施
設
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
な
ど
を
可
決

│
平
成
十
五
年
度
決
算
を
認
定
│
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の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
等
を
規

定
し
た
も
の
で
す
。

施
設
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
川
越
市
市
民
会
館

・
川
越
西
文
化
会
館

・
川
越
南
文
化
会
館

・
川
越
市
北
部
地
域
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

・
川
越
市
民
聖
苑
や
す
ら
ぎ
の
さ
と

・
川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
東
後

楽
会
館

・
川
越
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
西
後

楽
会
館

・
川
越
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
ま
ぶ

き
荘

・
川
越
市
小
ケ
谷
老
人
憩
い
の
家

・
川
越
市
高
階
北
老
人
憩
い
の
家

・
川
越
市
川
越
駅
東
口
老
人
憩
い
の

家
・
川
越
市
霞
ケ
関
東
老
人
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
連
雀
町
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

・
川
越
市
芳
野
台
体
育
館

・
川
越
市
中
高
年
齢
労
働
者
福
祉
セ

ン
タ
ー

・
川
越
駅
西
口
第
一
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
駅
西
口
第
二
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
駅
東
口
自
転
車
駐
車
場

・
本
川
越
駅
前
自
転
車
駐
車
場

・
的
場
駅
前
自
転
車
駐
車
場

・
南
大
塚
駅
南
口
自
転
車
駐
車
場

・
新
河
岸
駅
自
転
車
駐
車
場

・
川
越
市
市
民
体
育
館

・
川
越
武
道
館

▽

川
越
市
都
市
公
園
条
例
（
全
部

改
正
）
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

都
市
公
園
法
の
一
部
改
正
並
び
に

有
料
の
公
園
施
設
の
う
ち
川
越
運
動

公
園
の
陸
上
競
技
場
、
総
合
体
育
館

及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管

理
者
制
度
に
係
る
規
定
の
整
備
に
伴

い
、
本
条
例
の
全
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
都
市
公
園

内
に
放
置
さ
れ
た
工
作
物
等
で
、
撤

去
等
の
必
要
な
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
る

べ
き
者
が
確
知
で
き
な
い
も
の
に
つ

い
て
、
市
が
そ
の
措
置
を
行
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
工
作
物
等
に
係
る

公
示
、
保
管
及
び
売
却
等
の
手
続
の

事
項
を
規
定
す
る
た
め
に
改
正
を
行

い
、
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
指

定
管
理
者
に
有
料
の
公
園
施
設
の
う

ち
川
越
運
動
公
園
の
陸
上
競
技
場
、

総
合
体
育
館
及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の

管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
指
定
管

理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及
び
業
務

の
範
囲
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
規
定

す
る
た
め
に
改
正
を
行
っ
た
も
の
で

す
。
併
せ
て
法
に
基
づ
く
条
文
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
外
部
監
査
契
約
に
基
づ

く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

指
定
管
理
者
を
外
部
監
査
契
約
に

基
づ
く
監
査
の
対
象
と
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
従
来
の
管

理
委
託
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
指
定
管

理
者
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴

▼

第
一
日
（
六
月
二
日
）
会
期
を

二
十
二
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
平
成
十
五
年
度
決

算
十
三
件
を
そ
れ
ぞ
れ
認
定
。
請

願
一
件
及
び
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い

拠
点
施
設
建
設
に
か
か
わ
る
諸
問

題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継
続
審

査
と
決
定
。
次
に
市
議
会
議
長
の

辞
職
を
許
可
し
、
同
選
挙
を
実
施

し
た
後
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員

一
人
の
辞
職
を
許
可
。
続
い
て
市

議
会
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
し
た

後
、
同
選
挙
を
実
施
。
引
き
続
き

報
告
事
項
五
件
の
報
告
を
受
け
た

後
、
提
出
案
三
十
件
に
つ
い
て
提

案
理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼

第
二
日
（
六
月
三
日
）
か
ら
第

四
日
（
六
月
五
日
）
ま
で
本
会
議

休
会
。

▼

第
五
日
（
六
月
六
日
）
提
出
案

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

次
に
任
期
満
了
に
伴
う
議
会
運
営

委
員
会
委
員
の
選
任
を
行
う
。

▼

第
六
日
（
六
月
七
日
）
本
会
議

休
会
。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

市 議 会 だ よ り平成17年7月25日発行 （2）

指定管理者制度

導 入 に 伴 う

関係条例を改正
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あ ら ま し
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▼

第
七
日
（
六
月
八
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼

第
八
日
（
六
月
九
日
）
議
席
の

一
部
変
更
を
行
っ
た
後
、
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
九
日
（
六
月
十
日
）
通
告
順

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
日
（
六
月
十
一
日
）
及
び

第
十
一
日
（
六
月
十
二
日
）
本
会

議
休
会
。

▼

第
十
二
日
（
六
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
三
日
（
六
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
任
期
満
了
に
伴
う
各
常
任
委

員
会
委
員
の
選
任
を
行
う
。

▼

第
十
四
日
（
六
月
十
五
日
）
本

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼

第
十
五
日
（
六
月
十
六
日
）
か

ら
第
二
十
一
日
（
六
月
二
十
二
日
）

ま
で
本
会
議
休
会
。

▼

第
二
十
二
日
（
六
月
二
十
三
日
）

最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付
託
さ

れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と
結
果

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、
請
願
二
件
を
採
択
、
議

案
三
十
件
の
う
ち
一
件
を
承
認
、

二
十
九
件
を
原
案
可
決
。
次
に
追

加
提
出
さ
れ
た
議
員
提
案
に
よ
る

意
見
書
一
件
を
原
案
可
決
し
た
後
、

議
員
派
遣
を
決
定
し
閉
会
。

い
、
こ
れ
ま
で
の
管
理
委
託
と
同
様

に
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
も
外
部
監

査
の
対
象
と
す
る
た
め
、
規
定
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
指
定
管
理

者
に
お
け
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係

る
情
報
に
つ
い
て
、
市
長
が
指
定
管

理
者
に
対
し
当
該
情
報
の
公
開
及
び

提
供
を
推
進
す
る
よ
う
要
請
す
る
た

め
の
規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

こ
と
に
つ
い
て
　
┃
原
案
可
決
┃

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
る

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。改

正
の
主
な
内
容
は
、
指
定
管
理

者
に
お
け
る
公
の
施
設
の
管
理
に
係

る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
指
定
管
理
者
の
責

務
及
び
当
該
施
設
の
管
理
の
業
務
に

従
事
し
て
い
る
者
等
に
、
守
秘
義
務

を
課
す
た
め
の
規
定
の
整
備
を
し
た

も
の
で
す
。

併
せ
て
、
当
該
施
設
の
管
理
の
業

務
に
従
事
し
て
い
る
者
等
が
当
該
業

務
に
係
る
個
人
情
報
の
不
適
切
な
取

扱
い
を
し
た
場
合
の
罰
則
に
係
る
規

定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
平
和
基
金
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

平
和
都
市
を
宣
言
し
平
和
施
策
事

業
を
推
進
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
平
和
都
市

の
宣
言
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
規

定
に
追
加
し
た
も
の
で
す
。

▽

非
常
勤
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

水
防
法
及
び
非
常
勤
消
防
団
員
等

に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
水
防
法
の

引
用
条
項
を
改
め
る
と
と
も
に
、
非

常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償

の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正

に
合
わ
せ
て
、
傷
病
補
償
表
及
び
障

害
補
償
表
を
改
め
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
建
築
基
準
法
関
係
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
等
に
伴

い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も

の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
法
改
正
に

伴
い
、
手
数
料
の
減
免
規
定
に
つ
い

て
文
言
を
追
加
し
、
既
存
の
一
の
建

築
物
に
つ
い
て
二
以
上
の
工
事
に
分

け
て
工
事
を
行
う
場
合
の
制
限
の
緩

和
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
れ
に
伴
う

認
定
申
請
手
数
料
（
二
万
七
千
円
）

を
新
設
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
道
路
の
位
置
の
指
定
、
変

更
又
は
廃
止
の
申
請
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
従
来
無
料
で
事
務
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
一
定
の
事
務
量
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
確
認
、
認
定
等
の
申

請
と
同
様
に
有
料
と
し
、
手
数
料

（
五
万
円
）
を
新
設
し
た
も
の
で
す
。

併
せ
て
法
改
正
に
伴
う
条
項
等
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
及
び

設
置
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
老
朽
化
し

た
川
越
市
立
寿
町
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
を
廃
止
し
、
そ
の
代
替
施
設
と
し

て
新
た
に
設
置
す
る
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
の
名
称
に
つ
い
て
川
越
市
立
菅

間
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
と
し
、
位
置

に
つ
い
て
は
川
越
市
大
字
菅
間
十
八

番
地
九
と
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
表
記
順
を
変

更
し
た
も
の
で
す
。

▽

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
　
　
　
　
┃
承
認
┃

議
会
を
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
く
、

五
月
二
十
三
日
に
市
長
が
専
決
処
分

し
た
、
繰
上
充
用
措
置
に
伴
う
予
算

措
置
、「
平
成
十
七
年
度
川
越
市
老

人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
一
号
）」
に
対
し
て
、
議
会

の
承
認
を
求
め
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
平
成
十
六

年
度
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計

に
お
い
て
、
歳
入
が
歳
出
に
不
足
し
、

繰
上
充
用
措
置
が
必
要
に
な
り
、
当

該
繰
上
充
用
に
係
る
予
算
と
し
て
、

平
成
十
七
年
度
老
人
保
健
医
療
事
業

特
別
会
計
予
算
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
三
千
四
十
万
五
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
二
百
四
億
九
千
七
十

八
万
四
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

道
路
の
新
設
に
伴
い
、
郭
町
二
丁

目
、
大
字
砂
、
大
字
扇
河
岸
地
内
の

四
路
線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為

に
伴
い
、
大
字
大
中
居
、
大
字
砂
、

泉
町
、
大
字
新
宿
、
大
字
大
仙
波
、

大
字
大
仙
波
新
田
、
豊
田
町
二
丁
目
、

豊
田
町
三
丁
目
、
大
字
的
場
地
内
の

十
四
路
線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で

す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

不
老
川
の
河
川
改
修
に
伴
い
、
既

存
の
道
路
線
の
起
点
に
変
更
が
生
じ

た
た
め
、
岸
町
三
丁
目
地
内
の
一
路

線
の
認
定
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

不
老
川
の
河
川
改
修
に
伴
い
、
既

存
の
道
路
線
の
起
点
に
変
更
が
生
じ

た
た
め
、
岸
町
二
丁
目
、
岸
町
三
丁

目
地
内
の
一
路
線
の
廃
止
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

南
古
谷
駅
西
地
区
地
区
計
画
に
伴

い
、
既
存
の
道
路
線
の
終
点
に
変
更

が
生
じ
た
た
め
、
大
字
大
中
居
、
大

字
南
田
島
地
内
の
一
路
線
の
認
定
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い

て
　
　
　
　
　
　
┃
原
案
可
決
┃

南
古
谷
駅
西
地
区
地
区
計
画
に
伴

い
、
既
存
の
道
路
線
の
終
点
に
変
更

が
生
じ
た
た
め
、
大
字
大
中
居
、
泉

町
地
内
の
一
路
線
の
廃
止
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

専
決
処
分
の
承
認

川越市平和基金条例

などを改正

市
道
路
線
の

認
定
・
廃
止



▽
　
議
席
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

市
議
会
の
議
席
の
一
部
が
次
の
よ

う
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
番
　
　
　
山
　
口
　
　
　
肇

（
第
二
十
八
番
か
ら
変
更
）

第
二
十
八
番
　
江
　
田
　
　
　
肇

（
第
五
番
か
ら
変
更
）

▽

彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広

域
連
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

平
成
十
七
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
、

秩
父
市
、
秩
父
郡
吉
田
町
、
同
郡
大

滝
村
及
び
同
郡
荒
川
村
の
区
域
を
も

っ
て
秩
父
市
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
、

及
び
岩
槻
市
が
さ
い
た
ま
市
に
編
入

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彩
の
国
さ
い

た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、

議
会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

市 議 会 だ よ り平成17年7月25日発行 （4）

今
定
例
会
第
一
日
（
六
月
二
日
）

に
市
議
会
議
長
・
副
議
長
の
辞
職
が

許
可
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
選
挙
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

▽

川
越
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ

い
て

江
田
肇
市
議
会
議
長
よ
り
副
議
長

あ
て
に
、
市
議
会
議
長
の
辞
職
願
が

提
出
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
こ
れ
を

許
可
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

▽

川
越
市
議
会
議
長
選
挙
に
つ
い

て市
議
会
議
長
の
辞
職
が
許
可
さ
れ
、

議
長
が
欠
員
と
な
っ
た
た
め
、
選
挙

を
行
っ
た
結
果
、
次
の
議
員
が
市
議

会
議
長
に
当
選
し
、
就
任
い
た
し
ま

し
た
。

市
議
会
議
長
　
　
山
　
口
　
　
　
肇

▽

川
越
市
議
会
副
議
長
の
辞
職
に

つ
い
て

中
原
秀
久
市
議
会
副
議
長
よ
り
議

長
あ
て
に
、
市
議
会
副
議
長
の
辞
職

願
が
提
出
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
こ

れ
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

▽

川
越
市
議
会
副
議
長
選
挙
に
つ

い
て

市
議
会
副
議
長
の
辞
職
が
許
可
さ

れ
、
副
議
長
が
欠
員
と
な
っ
た
た
め
、

選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
議
員
が

市
議
会
副
議
長
に
当
選
し
、
就
任
い

た
し
ま
し
た
。

市
議
会
副
議
長
　
石
　
川
　
隆
　
二

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
任
期
満

了
（
任
期
一
年
）
に
伴
い
、
第
五
日

（
六
月
六
日
）
に
委
員
の
選
任
が
行

わ
れ
、
第
七
日
（
六
月
八
日
）
に
同

委
員
会
を
開
催
し
、
正
・
副
委
員
長

の
互
選
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
委
員
会

の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※

※

※

委

員

長
　
　
　
松
　
岡
　
秀
　
仁

副
委
員
長
　
　
　
加
　
藤
　
　
　
昇

委
　
　
員
　
　
　
片
　
野
　
広
　
湯

委
　
　
員
　
　
　
若
　
海
　
　
　
保

委
　
　
員
　
　
　
佐
　
藤
　
恵
　
士

委
　
　
員
　
　
　
小
ノ
澤
　
哲
　
也

委
　
　
員
　
　
　
稲
　
浦
　
敏
　
雄

委
　
　
員
　
　
　
小
　
林
　
　
　
薫

委
　
　
員
　
　
　
高
　
橋
　
康
　
博

委
　
　
員
　
　
　
栗
　
原
　
賢
　
一

▽

川
越
市
立
月
越
小
学
校
改
築
工

事
請
負
契
約
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

老
朽
化
し
た
施
設
、
設
備
の
充
実

と
快
適
な
教
育
環
境
を
整
え
、
教
育

活
動
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
川
越

市
立
月
越
小
学
校
の
改
築
工
事
を
行

う
も
の
で
す
。

建
物
の
構
造
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
三
階
建
て
、
延
べ
床
面
積
六

千
百
十
・
二
四
㎡
で
す
。

請
負
契
約
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。

一
、
契
約
の
方
法

指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

十
億
一
千
三
百
二
十
五
万
円

三
、
契
約
の
相
手
方

川
木
・
三
澤
屋
・
西
村
特
別

共
同
企
業
体

四
、
工
　
期

本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

十
八
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

議会運営委員会

彩の国

さいたま人づくり

広域連合

市議会議長

副議長を選挙

山
口
議
長
は
、
平
成
七
年
に
市

議
会
議
員
に
初
当
選
し
、
今
期
が

三
期
目
。
現
在
ま
で
に
議
会
運
営

委
員
長
、
文
教
常
任
委
員
長
な
ど

を
歴
任
し
て
い
ま
す
。

石
川
副
議
長
は
、
平
成
三
年
に

市
議
会
議
員
に
初
当
選
し
、
今
期

が
四
期
目
。
現
在
ま
で
に
総
務
常

任
委
員
長
、
監
査
委
員
な
ど
を
歴

任
し
て
い
ま
す
。

666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666
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6
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副議長

石川隆二
議 長

山口 肇

正
・
副
議
長
の
紹
介

改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校改築前の月越小学校

議
席
の
一
部
変
更

工
事
請
負
契
約

川
越
市
立
月
越
小
学
校

改
築
工
事
を
可
決



国
は
、
昭
和
六
十
年
度
予
算
編
成

か
ら
義
務
教
育
諸
学
校
の
事
務
職
員
、

学
校
栄
養
職
員
の
給
与
費
に
対
す
る

国
庫
負
担
の
廃
止
を
二
十
一
年
間
に

わ
た
り
検
討
し
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
事
務
職
員
、
学
校
栄
養
職

員
は
、
学
校
運
営
上
重
要
な
職
責
を

担
っ
て
お
り
、
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
は
、
義
務
教
育
の
水
準
の
維

持
と
均
等
化
及
び
地
方
財
政
の
安
定

の
た
め
、
国
が
財
源
を
保
障
す
る
と

の
趣
旨
で
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
国
庫
負
担
を
縮
小
す
る
こ
と
は
、

義
務
教
育
の
円
滑
な
推
進
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
も
の
が
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
義
務
教
育
の
水

準
確
保
と
地
方
財
政
の
安
定
を
図
る

た
め
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
事
務
職

員
並
び
に
学
校
栄
養
職
員
に
か
か
る

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を
継
続

さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、

経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
、
衆
議
院

議
長
、
参
議
院
議
長
あ
て
提
出
す
る

よ
う
提
出
者
片
野
広
湯
議
員
、
賛
成

者
松
岡
秀
仁
議
員
ほ
か
八
名
の
議
員

よ
り
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

去
る
二
月
二
十
八
日
開
会
の
市
議

会
第
一
回
定
例
会
に
お
い
て
、
継
続

審
査
と
な
っ
て
い
た
平
成
十
五
年
度

川
越
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認

定
に
つ
い
て
な
ど
十
一
決
算
及
び
、

平
成
十
五
年
度
川
越
市
水
道
事
業
会

計
決
算
認
定
に
つ
い
て
並
び
に
平
成

十
五
年
度
川
越
市
公
共
下
水
道
事
業

会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
閉
会

中
に
付
託
さ
れ
た
特
別
委
員
会
で
五

日
間
に
わ
た
り
審
査
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
今
定
例
会
第
一
日
（
六
月
二
日
）

に
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ
い

て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議
の

結
果
、
次
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

▽

平
成
十
五
年
度
川
越
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

な
ど
十
三
決
算

（
平
成
十
五
年
度
決
算
特
別
委
員
会

に
付
託
）

┃
認
定
┃

地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建

設
に
か
か
わ
る
川
越
駅
西
口
周
辺
整

備
対
策
特
別
委
員
会
は
、
去
る
二
月

二
十
八
日
開
会
の
市
議
会
第
一
回
定

例
会
閉
会
後
、
継
続
審
査
と
な
っ
て

い
た
付
議
事
件
に
つ
い
て
、
三
日
間

に
わ
た
り
審
査
い
た
し
ま
し
た
。

今
定
例
会
第
一
日
（
六
月
二
日
）

に
、
そ
の
審
査
の
経
過
と
結
果
に
つ

い
て
委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

の
結
果
、「
継
続
審
査
」
と
す
る
こ

と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
一
日
付
で
、
ど

の
会
派
に
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
伊

藤
義
郎
議
員
が
民
主
党
議
員
団
へ
入

会
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
六
月
一

日
付
で
、
次
の
会
派
が
会
派
名
を
変

更
い
た
し
ま
し
た
。

（
変
更
前
）

民
主
党
議
員
団

（
変
更
後
）

民
主
無
所
属
ク
ラ
ブ

こ
の
変
更
に
よ
る
市
議
会
各
会
派

の
所
属
議
員
数
は
次
の
と
お
り
で
す
。

啓
政
会
十
九
名
、
公
明
党
議
員
団
七

名
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
川
越
21
四
名
、

日
本
共
産
党
川
越
市
議
会
議
員
団
三

名
、
民
主
無
所
属
ク
ラ
ブ
三
名
、
市

民
ク
ラ
ブ
二
名
、
社
会
民
主
党
一
名
、

無
所
属
一
名

市 議 会 だ よ り 平成17年7月25日発行（5）

平成15年度決算

13 件 を 認 定

地域振興ふれあい拠点施設

建設にかかわる川越駅西口

周辺整備対策特別委員会

所
属
会
派
等
の
変
更

義
務
教
育
諸
学
校
の
事
務
職
員
並
び
に

学
校
栄
養
職
員
に
か
か
る
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
の
継
続
に
関
す
る
意
見
書

┃
原
案
可
決
┃

議
員
提
案
の
意
見
書
一
件
を
可
決

今
定
例
会
第
二
十
二
日
（
六
月
二
十
三
日
）
に
、
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書

一
件
を
原
案
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

池袋東口場外車券売場での公営競技
主催計画の撤回に関する請願書

義務教育費国庫負担法による制度の
現行維持に関する請願書

義務教育費国庫負担制度の堅持を求
める請願書

池袋東口場外車券売場
設置反対連絡協議会
代表
森　　　弘　治

川越教職員組合
（日教組川越）
執行委員長
中　嶋　篤　史

川越市教職員組合
（入間教育会館内）
執行委員長
小野沢　義　雄

ほか１９９名

6666666請願の審査結果 6666666

請　　願
番　　号

請　　　願
第　３　号
平成16年（６月提出）

請　　　願

第　１　号

請　　　願
第　２　号

件　　　　名 提　出　者 付　　託
委 員 会 結　　果

厚　　生

文　　教 採　　択

採　　択文　　教

継続審査
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市議会常任委員会委員の任期満了（任期２年）に伴い、川越市議会委員

会条例第８条第１項の規定により各常任委員会（総務、文教、厚生、建設）

委員の選任が第13日（６月14日）に行われました。翌第14日（６月15日）

に４常任委員会が開催され、それぞれ正副委員長が互選されました。

各常任委員会の構成は次のとおりです。
構成

委　　　員

山口　智也
啓　政　会

委　　　員

山村　健仁
日 本 共 産 党
川越市議会議員団

委　　　員

加藤　　昇
啓　政　会

委　　　員

江田　　肇
啓　政　会

委　　　員

中村　孝治
公明党議員団

委　　　員

石川良三郎
啓　政　会

委　員　長

小林　　薫
プロジェクト川越21

副 委 員 長

小野澤康弘
啓　政　会

委　　　員

片野　広湯
民主無所属クラブ

委　　　員

得橋　　剛
社会民主党

総　務
〔所　管〕
市長室、総務部、財政部、市民

部及び会計室並びに選挙管理委員
会、公平委員会、監査委員及び固
定資産評価審査委員会の所掌に関
する事務の調査、審査

委　　　員

佐藤　恵士
日 本 共 産 党
川越市議会議員団

委　　　員

荻窪　一郎
啓　政　会

委　　　員

大河内　街
啓　政　会

委　　　員

高橋　康博
市民クラブ

委　　　員

中原　秀久
プロジェクト川越21

委　　　員

松岡　秀仁
公明党議員団

委　員　長

清水　京子
公明党議員団

副 委 員 長

三上喜久蔵
啓　政　会

委　　　員

山口　　肇
啓　政　会

委　　　員

神田　寿雄
啓　政　会

文　教
〔所　管〕
教育委員会の所掌に関する事務

の調査、審査
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常任委員会の

委　　　員

小ノ澤哲也
公明党議員団

委　　　員

稲浦　敏雄
啓　政　会

委　　　員

岩崎　哲也
プロジェクト川越21

委　　　員

大野　慶治
公明党議員団

委　　　員

菊地　　実
市民クラブ

委　　　員

新井　喜一
啓　政　会

委　員　長

新井　金作
啓　政　会

副 委 員 長

関口　　勇
啓　政　会

委　　　員

山木　綾子
民主無所属クラブ

委　　　員

川口　知子
日 本 共 産 党
川越市議会議員団

厚　生
〔所　管〕
保健福祉部、環境部及び経済部

並びに農業委員会の所掌に関する
事務の調査、審査

委　　　員

松井釜太郎
啓　政　会

委　　　員

石川　隆二
公明党議員団

委　　　員

久保　啓一
啓　政　会

委　　　員

江田　俊雄
公明党議員団

委　　　員

伊藤　義郎
民主無所属クラブ

委　　　員

栗原　賢一
啓　政　会

委　員　長

吉田　光雄
啓　政　会

副 委 員 長

若海　　保
啓　政　会

委　　　員

牛窪多喜男
無　所　属

委　　　員

倉嶋美恵子
プロジェクト川越21

建　設
〔所　管〕
まちづくり部及び建設部並びに

上下水道局の所掌に関する事務の
調査、審査
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今
定
例
会
で
は
、
四
日
間
に
わ
た

り
二
十
名
の
議
員
か
ら
一
般
質
問
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
発
言
者
及
び
質
問

事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※

※

※

岩
　
崎
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
川
越
市
の
廃
棄
物
行
政

拭
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

植
新
し
い
リ
サ
イ
ク
ル
、
ゴ
ミ
減

量
手
法
等
に
つ
い
て

二
、
Ｉ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
革
命

と
川
越
市
の
対
応

小
　
林
　
　
　
薫
　
議
員

一
、
景
観
法
施
行
に
つ
い
て

二
、
国
民
健
康
保
険
証
の
個
人
交
付

に
つ
い
て

三
、
斎
場
と
市
営
公
園
墓
地
に
つ
い

て

倉
　
嶋
　
美
恵
子
　
議
員

一
、
旧
霞
ケ
関
北
小
に
関
わ
る
諸
課

題
に
つ
い
て

二
、
市
内
高
齢
化
と
介
護
予
防
の
取

り
組
み大

　
野
　
慶
　
治
　
議
員

一
、
学
校
の
統
廃
合
に
つ
い
て

二
、
悪
徳
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
対
策
に

つ
い
て牛

　
窪
　
多
喜
男
　
議
員

一
、
道
路
交
通
安
全
へ
の
川
越
市
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

二
、
発
達
障
害
者
へ
の
川
越
市
の
取

り
組
み
に
つ
い
て

中
　
原
　
秀
　
久
　
議
員

一
、
職
員
の
諸
手
当
な
ど
の
見
直
し

に
つ
い
て

二
、
児
童
・
生
徒
の
体
位
、
体
力
に

つ
い
て松

　
井
　
釜
太
郎
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
諸

問
題
に
つ
い
て

二
、
河
川
の
浚
渫
と
河
川
敷
の
運
動

場
に
つ
い
て

関
　
口
　
　
　
勇
　
議
員

一
、
公
共
施
設
の
耐
震
改
修
（
耐
震

改
修
促
進
法
）
の
現
状
と
防
災
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

山
　
口
　
智
　
也
　
議
員

一
、
旧
川
越
織
物
市
場
の
活
用
計
画

と
商
店
街
の
活
性
化
に
つ
い
て

二
、
斎
場
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

清
　
水
　
京
　
子
　
議
員

一
、
児
童
館
に
つ
い
て

二
、
若
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て

江
　
田
　
俊
　
雄
　
議
員

一
、
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度
に

つ
い
て
（
逆
住
宅
・
土
地
ロ
ー
ン
）

小
ノ
澤
　
哲
　
也
　
議
員

一
、
市
立
大
学
構
想
に
つ
い
て

二
、
地
震
災
害
か
ら
市
民
を
守
る
た

め
に

拭
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
補
助
制

度
に
つ
い
て

植
そ
の
他

得

橋
　
　
　
剛
　
議
員

一
、
子
育
て
支
援
と
事
業
所
の
対
応

に
つ
い
て

二
、
循
環
型
社
会
の
形
成
に
つ
い
て

山
　
木
　
綾
　
子
　
議
員

一
、
総
合
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い

て
二
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
つ

い
て

三
、
仮
称
高
階
公
共
施
設
の
諸
問
題

に
つ
い
て

片
　
野
　
広
　
湯

議
員

一
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
業
務
の
維

持
管
理
に
つ
い
て

二
、
川
越
市
の
教
育
行
政
に
つ
い
て

三
、
行
政
改
革
の
推
進
の
た
め
の
新

た
な
指
針
に
つ
い
て

菊
　
地
　
　
　
実
　
議
員

一
、
新
清
掃
セ
ン
タ
ー
建
設
に
つ
い

て
二
、
国
史
跡
河
越
館
跡
に
つ
い
て

高
　
橋
　
康
　
博
　
議
員

一
、
雨
水
対
策
の
現
時
点
で
の
到
達

点
に
つ
い
て

二
、
入
札
制
度
に
つ
い
て

三
、
住
基
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て

小
野
澤
　
康
　
弘
　
議
員

一
、
合
併
問
題
に
つ
い
て

二
、
史
跡
河
越
館
跡
及
び
周
辺
整
備

に
つ
い
て

新
　
井
　
金
　
作
　
議
員

一
、
学
童
保
育
室
の
現
状
と
そ
の
取

組
に
つ
い
て

二
、
青
少
年
教
育
の
振
興
と
子
ど
も

育
成
会
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

中
　
村
　
孝
　
治
　
議
員

一
、
霞
ケ
関
地
域
に
関
す
る
諸
問
題

に
つ
い
て

二
、
市
民
に
や
さ
し
い
住
宅
施
策
に

つ
い
て

議
員
の
寄
附
禁
止
を

啓
発
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

（
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
作
成
）

市政に関する

一般質問

市議会だよりは古紙100％再生紙を使用しています
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今
定
例
会
に
お
い
て
、
本
会
議

の
開
会
前
に
議
場
コ
ン
サ
ー
ト
を

開
催
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
埼
玉

県
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
高
校
Ｂ
部

門
地
区
大
会
銅
賞
、
埼
玉
県
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
中
学
の
部

西
部
地
区
大
会
木
管
五
重
奏
銀
賞
、

金
管
五
重
奏
銅
賞
、
高
校
の
部
地

区
大
会
木
管
六
重
奏
銅
賞
な
ど
の

実
績
が
あ
る
、
市
内
の
秀
明
学
園

吹
奏
楽
部
の
生
徒
二
十
八
名
に
よ

り
、
Ｍ
・
シ
ェ
ル
ト
ン
作
曲
の

「
エ
ア
ー
フ
ォ
ー
ウ
イ
ン
ズ
」
ほ

か
四
曲
の
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

議
場
コ
ン
サ
ー
ト

議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート議場コンサート

○議員の寄附行為について

下記の内容で各自治会長等に送付いたしました。

ご理解の程お願いいたします。

6666666市議会からのお知らせ 6666666

議員の寄附行為について

時下　益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素から本市議会に対しましてご支援、ご鞭撻等をいただき

誠に有難うございます。

さて、先般、県内行田市におきまして、県議会議員及び市議

会議員が地区運動会に際して、参加費という名目で数千円を寄

附したとして公職選挙法違反の疑いで、さいたま地検に書類送

検されたという報道がありました。

このような事件は起こってはならないことであり、本市議会

といたしまして、改めて意識を深めて参る所存でございます。

つきましては、埼玉県選挙管理委員会が作成したリーフレッ

トを別添のとおりお送りいたしますので、関係する多くの方々

に周知していただき、地域の皆様方のご理解をいただければ幸

いと考えるところでございます。

何卒、各位のご協力の程宜しくお願い申し上げます。

平成17年６月23日

川 越 市 議 会


